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一般社団法人　全国放課後連 （単位：　円）

貸 借 対 照 表

2023年03月31日　現在

資 産 の 部

科 目 金 額

負 債 の 部

科 目 金 額

【流動資産】 6,971,163

現 金 及 び 預 金 6,971,163

資 産 の 部 合 計 6,971,163

【流動負債】 1,051,395

未 払 金 931,709

未 払 法 人 税 等 23,300

預 り 金 31,373

仮 受 金 65,013

負 債 の 部 合 計 1,051,395

純 資 産 の 部

【株主資本】 5,919,768

利 益 剰 余 金 5,919,768

そ の 他 利 益 剰 余 金 5,919,768

繰 越 利 益 剰 余 金 5,919,768

純 資 産 の 部 合 計 5,919,768

負債及び純資産の部合計 6,971,163
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一般社団法人　全国放課後連 （単位：　円）

損 益 計 算 書

2022年11月07日 〜 2023年03月31日

科 目 金 額

【売上高】

売 上 高 361,500

売 上 高  計 361,500

売 上 総 利 益 361,500

【販売管理費】

販 売 管 理 費  計 2,194,414

営 業 利 益 -1,832,914

経 常 利 益 -1,832,914

税 引 前 当 期 純 利 益 -1,832,914

【法人税等】

法 人 税 等 23,300

法 人 税 等  計 23,300

当 期 純 利 益 -1,856,214
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一般社団法人　全国放課後連 （単位：　円）

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 内 訳 書

2022年11月07日 〜 2023年03月31日

科 目 金 額

役 員 報 酬 440,000

法 定 福 利 費 25,861

接 待 交 際 費 3,300

旅 費 交 通 費 632,700

通 信 費 48,824

消 耗 品 費 26,787

支 払 手 数 料 299,732

地 代 家 賃 120,000

支 払 報 酬 料 597,210

販 売 管 理 費  計 2,194,414
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一般社団法人　全国放課後連

個 別 注 記 表

2022年11月07日 〜 2023年03月31日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
2. 重要な会計方針
　(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
　　① 商品・・総平均法による原価法
　　② 原材料・・最終仕入原価法による原価法
　(2) 固定資産の減価償却の方法
　　① 有形固定資産・・定率法。ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）並び
に平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
　　② 無形固定資産・・定額法
　(3) 　収益及び費用の計上基準
　　① 収益は、実現主義の原則に基づいて計上しています。
　　② 費用は、債務確定主義に基づいて計上しています。
　(4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
　　① 消費税等の会計処理
　　　　消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
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